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ウクライナからの避難民に対する生活支援金支給要領 

 

 （通則） 

第１条 ウクライナからの避難民に対する生活支援金（以下、「支援金」という。）の支

給については、この要領に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この支援金は、ウクライナからの避難民が鳥取県に居住した場合に、当面の生

活費として支援金を支給することで、その者の生活再建に資することを目的とする。 

 

 （対象者） 

第３条 支援金の対象者は、令和４年２月２４日のロシア軍のウクライナ侵攻の影響によ 

り、鳥取県に避難し、鳥取県内に居住する者又はその世帯とする。 

  

（支給要件） 

第４条 申請日においてウクライナからの避難民であることが認められる者であり、県内

の民間賃貸借住宅、公営住宅等（以下、「賃貸借住宅等」という。）及びその他福祉保

健部長が特に認める住宅等（以下、「住宅等」という。）で、居住開始日から１か月以

上の期間、居住することが見込まれる者であること。 

 

 （支給額） 

第５条 支給額は、一世帯あたり３０万円とし、単身者の場合は１５万円とする。なお、

住宅等に居住している場合には一世帯あたり２０万円とし、単身者の場合は１０万円と

する。 

  

（支援金の支給申請） 

第６条 支援金の支給を受けようとする者は、支給申請書（様式第１号）及び必要な添付

書類を福祉保健部長に提出しなければならない。 

 

 （支援金の支給決定等） 

第７条 福祉保健部長は前条の規定による申請が適当と認めたときは、支給決定通知書（様

式第２号）により申請者に支給の決定を通知するものとする。 

２ 前項の支給の決定には、必要に応じて条件を付することができる。 

３ 福祉保健部長は前条の規定による申請が不適当と認めたときは、却下通知書（様式第

３号）により申請者に通知するものとする。 

 

 （支援金の支給） 

第８条 福祉保健部長は、前条の規定による支給の決定をした場合には、早期に支援金を
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支給するものとする。 

 

 （雑則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、支援金の支給について必要な事項は、福祉保

健部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和４年４月７日から施行する。 

 

 


